
自主点検報告の確認の検査化について

これまで、自主点検報告については、報告受領時、総合通信局等による確認を行っていたところ、
今年度（令和７年度）以降は、当該確認については「確認検査」として実施。

【従来の自主点検報告】 【令和７年度以降の自主点検報告・確認検査】

【留意点】
 検査は法令違反の摘発を目的とするものではなく、自律的に業務改善を行い、もって信書便の業務の適正な運営の確

保を図ることを目的とする検査制度の趣旨に変更はない。
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